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長期総合計画（基本構想） ※地方自治法第２条

武蔵村山市
まちづくり基本方針
（都市計画マスタープラン）

※都市計画法
第１８条の２

具体的なまちづくりの施策・事業
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各分野ごとの計画

市のまちづくりの考え方・方針

整合

促進・円滑化
実効性担保

まちづくり条例 まちづくりの手続・基準、
市民協働のしくみなど

まちづくり条例について（制定の背景と位置付け）

◎まちづくり条例制定の背景
◆ まちづくり基本方針（都市計画マスタープラン）における将来像の実現
の手段が必要
◆ 宅地開発等指導要綱による開発指導の限界
◆ 市民自治による協働のまちづくり推進の必要性

◎まちづくり条例の位置付け
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